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事務局職員  教育課主幹               源 内 隆 哲 
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傍聴者数   ０名 

 

議事日程   日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 江南市教育委員会教育長職務代理者の指名 

日程第３ 教育長諸案件報告 

日程第４ 議案 

第 64 号 江南市教育委員会苦情審査会委員長等の決定について 

       第 65 号 学校給食における飲用牛乳の代替品（調整豆乳）の提供に 

関する要綱の制定について 

       第 66 号 「第 37 回 日芸協中部ハーモニカコンサート」の後援名義

使用について 

       第 67 号 「スコーレ家庭教育セミナー」の後援名義使用について 

 

日程第５ 報告事項 

１．江南市議会９月定例会の一般質問等について 

            ２．令和７年度江南市横田教育文化事業弁論大会について 



            ３．江南市立小中学校昼食費支援金交付要綱の制定につい   

            て 

            ４．第 54 回江南市美術展（小中学校の部）の審査結果に 

ついて 

            ５．専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認につ 

いて 

            ６．賞状等交付について 

７．市教育委員会事務局各課行事予定について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午後 1時 30 分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会 10 月定例会を開会いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第１ 会議録署名者の指名 

 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、岩田正武委員、後藤鎭全委員を指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第２ 江南市教育委員会教育長職務代理者の指名 

 

〇教育長  日程第２、江南市教育委員会教育長職務代理者の指名を行います。地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定により、教育長が職務

代理者を指名するものです。職務代理者として、山田茂美委員を指名いたします。

一年間よろしくお願いいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第３ 教育長諸案件報告 

 

１ 学校状況視察 

 １０月１６日(木) 布袋小 布袋中 布袋北小 藤里小 草井小 

 １０月２４日(金) 門弟山小 北部中 古知野北小 古知野東小 古知野西小 

 １０月２８日(火) 西部中 古知野中 古知野南小 宮田中 宮田小 



２ 人事（８/２９～１０/１） 

育児休業  育児短時間勤務  療養休暇 

退職（任期付任用・非常勤講師）  休職 

臨時的任用（療休補充・休職補充） 任期付任用（育短補充） 

非常勤講師（育休補充・育短補充・退職補充・休職補充・専科・少人数等） 

３ その他 

〇９月定例市議会より（主なもの） 

不登校対策 フリースクールの活用／不登校児童生徒への学習支援 

         教育支援センター「You・輝」の運営方針 

→「You・輝」メンタルフレンド事業等の周知 

   →校内教育支援センター設置の促進 

いじめ防止対策 いじめ重大事態 教員研修 SC・SSW・心の教室相談員の活動実績 

情報リテラシー教育 スマートフォン等情報通信機器の適切な使用法・ルール 

   →インターネット利用について親子で話し合うための資料提供 

中学校における水泳授業のあり方 →学校運営協議会で協議         

郷土資料江南の活用 →市教育委員会に２学級分保管 

通学路交通安全プログラム合同点検 

→通学路安全点検結果の迅速な報告と改善箇所の確実な把握 

→江南市通学路安全推進会議からの報告文書内容の周知 

〇夏季休業前の熱中症対策臨時休業日の試行アンケートの実施 

〇休日の運動部活動に関するアンケートの実施 

〇市立小中学校における防犯カメラの設置状況 

〇江南市横田教育文化事業弁論大会   令和７年１１月１日(土)１３時から 

〇第５４回江南市美術展表彰式 令和７年１１月３日(祝）１４時３０分から 

〇宮田小学校研究発表会    令和７年１１月７日(金) １３時１５分から 

〇布袋北小学校授業公開      令和７年１２月５日(金) １３時１５分から 

〇中学生との意見交換会      令和７年１２月２４日(水)   １０時から 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

△日程第３ 議案第６４号 江南市教育委員会苦情審査会委員長等の決定について 

 

○教育長  日程第３、議案に入ります。議案第 64 号、江南市教育委員会苦情審査

会委員長等の決定についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（教育課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 64 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第６５号 学校給食における飲用牛乳の代替品（調整豆乳）の提供に関する要綱

の制定について 

 

○教育長  続いて、第 65 号、学校給食における飲用牛乳の代替品（調整豆乳）の

提供に関する要綱の制定についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（学校給食課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇後藤委員  対象となる方への案内については、どのような形で考えていますか。 

〇学校給食課長  案内につきましては、新年度が始まってから一学期の間に、保

護者との面談などを通して周知していきたいと考えております。 

〇後藤委員  調整豆乳を私自身は普段飲まないのですが、子どもたちが普段の生

活で飲んでいる子は良いのですが、全く経験がない子については、一度飲んでみ

て確認する必要があるのではないでしょうか。そのあたりを丁寧に進めていただ

きたいという要望です。 

〇学校給食課長  牛乳減額制度が現在ありまして、こちらについては、乳アレル

ギーで、学校生活管理指導表をもって牛乳の 68 円を減額している制度です。例

えば、乳糖不耐症の方が牛乳は飲めませんということで、診断書を出され、尚且

つ、大豆のアレルギーを持っており、学校生活管理指導表を出されますといった

場合は、これまで通り 68 円を引いた牛乳減額制度が受けれますが、好き嫌いで

飲めないという理由では、減額ができないため、自己の判断にて豆乳を残しても

らうということになると考えております。 

〇後藤委員  なかなか難しいですね。 

〇山田委員  今のことに関連しますが、調整豆乳には、コーヒー味など色々な種

類があります。どの調整豆乳をイメージしているのか、具体的に文章だけではわ

からないので、保護者さんに情報提供をしていただけたらと思います。もう 1

点は、市販で売られてる調整豆乳には、常温で置いてあるものもあります。そう

した場合に、児童生徒が飲めなかった日は、持ち帰りができるのかどうかを明確

にする必要があるのと思いますが、いかがでしょうか。 

〇学校給食課長  調整豆乳が何味かにつきましては、ノーマルな調整豆乳を提供

する予定としておりました。色々な味があるということで、そのあたりにつきま

しては、今後相談して、お示ししていきたいと考えております。また、持ち帰り

に関しましては、給食の時間で消費するのが原則となりますが、これに関しても

検討してまいります。 

〇山田委員  制度の申し込みを開始する前にお知らせしていただけたら良いと

思いますので、よろしくお願いします。 

〇学校給食課長  原則、調整豆乳を希望される方は、申請書を出されますので、

面談の中でしっかりと説明し、対応してまいりたいと考えております。 



〇岩田委員  好き嫌いには対応しないということですね。 

〇学校給食課長  そのとおりです。要綱制定に関連して、本日机上に配付させて

いただいております食物アレルギー対応食の提供に伴う、飲用牛乳の減額につい

て（お知らせ）として、古知野東小学校向けの資料がありますが、こちらについ

ては、令和８年２月から古知野東小学校をモデル校として行っていく予定で、校

長宛と裏面が保護者向けの文章になっております。文章の趣旨としては、牛乳減

額制度を現在受けている方は、原則、年度末までの申請期限になっております。

ただ、２月から豆乳を提供することで、決定通知の対応期間が豆乳を提供する前

日までになります、という内容の文章になっております。 

〇岩田委員  このお知らせ文書について、見出しがおかしいのではないでしょう

か。飲用牛乳の減額について、と書いてありますが、今までの牛乳減額分をなく

すという変更であり、減額しないのに見出しが減額になっていますので、見出し

を工夫していただきたいです。 

〇学校給食課長  その件につきましては、校長会でもご指摘を受けておりますの

で対応してまいります。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 65 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第６６号 「第 37 回 日芸協中部ハーモニカコンサート」の後援名義使用につ

いて 
 

○教育長  続いて、第 66 号、「第 37 回 日芸協中部ハーモニカコンサート」の後

援名義使用についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 
（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇後藤委員  申請書の開催日時について、日付のみで時間が記載されていません

が、昨年と同様なのですか。また、コンサート開催の約１年前の後援名義申請と

なっていますが、早めに申請した理由はありますか。 

〇生涯学習課長  時間につきましては、確認ができておりませんが、参考で添付

している前回開催のチラシと同様であると聞いておりますので、同様になると考

えております。申請の時期につきましては、会場の市民文化会館（Home＆nico

ホール）が１年前から予約ができ、既に予約済みということで、チラシの作成な

どの準備を進めていくために早めに申請したと聞いております。 

〇後藤委員  内容的には問題はありませんので、この先、決まり次第、提出をし

ていただくようにお願いいたします。 

〇生涯学習課長  承知いたしました。 



○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 66 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第６７号 「スコーレ家庭教育セミナー」の後援名義使用について 
 

○教育長  続いて、第 67 号、「スコーレ家庭教育セミナー」の後援名義使用につ

いてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 
（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 67 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第５ 報告事項 

 

１ 江南市議会９月定例会の一般質問等について 

２ 令和７年度江南市横田教育文化事業弁論大会について 

３ 江南市立小中学校昼食費支援金交付要綱の制定について 

４ 第 54 回江南市美術展（小中学校の部）の審査結果について 

５ 専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認について 

６ 賞状等交付について 

７ 市教育委員会事務局各課行事予定について 

 

〇教育長  以上で、当局より提出されました案件等はすべて終了しました。これを

もちまして、教育委員会 10 月定例会を閉会いたします。 

 

 午後 2時 35 分  閉 会 


